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(57)【要約】
【課題】プリント配線板に実装する抵抗器がプリント配
線板のコンパクト化を図る。
【解決手段】レーザを光源とし、基板６上の導電性ペー
スト１２で形成したプリント回路８を走査するレーザ光
の処理条件を可変にして、前記プリント回路８に、導体
化した導体化回路８ａ８ｂと所望の抵抗値をもって抵抗
器化した抵抗器化回路９、１０、１１を形成するレーザ
出力制御機構、レーザ走査速度制御機構及びレーザ走査
領域制御機構を備えることを特徴とする抵抗器化回路付
きプリント配線板の作製装置１。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板に導電性ペーストで回路形成したプリント回路に、抵抗器と同一機能を有する抵抗器
化回路を形成することを特徴とする抵抗器化回路付きプリント配線板。
【請求項２】
前記抵抗器化回路は、レーザ光により形成することを特徴とする請求項１に記載の抵抗器
化回路付きプリント配線板。
【請求項３】
前記抵抗器化回路は、前記基板の内層又は外層に形成することを特徴とする請求項１又は
２に記載の抵抗器化回路付きプリント配線板。
【請求項４】
レーザを光源とし、基板上の導電性ペーストで形成したプリント回路を走査するレーザ光
の処理条件を可変にして、前記プリント回路に、導体化した導体化回路と所望の抵抗値を
もって抵抗器化した抵抗器化回路を形成するレーザ出力制御機構、レーザ走査速度制御機
構及びレーザ走査領域制御機構を備えることを特徴とする抵抗器化回路付きプリント配線
板の作製装置。
【請求項５】
前記導体化回路と前記抵抗器化回路を形成する際、前記レーザ光の出力、走査速度及び走
査領域の処理条件を変えることにより、前記導体化回路における抵抗率を、前記抵抗器化
回路における抵抗率より低くするように制御することを特徴とする請求項４に記載の抵抗
器化回路付きプリント配線板の作製装置。
【請求項６】
前記作製装置は、前記レーザ光の移動を制御する可動ステージ装置及び前記レーザ光の焦
点を制御する可動ミラー装置を有することを特徴とする請求項４又は５に記載の抵抗器化
回路付きプリント配線板の作製装置。
【請求項７】
前記作製装置は、前記レーザ光の移動を制御する可動ステージ装置又は前記
レーザ光の焦点を制御する可動ミラー装置を有することを特徴とする請求項４
又は５に記載の抵抗器化回路付きプリント配線板の作製装置。
【請求項８】
レーザを光源とし、基板上の導電性ペーストで形成したプリント回路を走査するレーザ光
の処理条件を可変制御するレーザ出力制御機構、レーザ走査速度制御機構及びレーザ走査
領域制御機構を備える作製装置によって、前記プリント回路に導体化した導体化回路と所
望の抵抗値をもって抵抗器化した抵抗器化回路を形成することを特徴とする抵抗器化回路
付きプリント配線板の作製方法。
【請求項９】
前記導体化回路と前記抵抗器化回路を形成する際、前記レーザ光の出力、走査速度及び走
査領域の処理条件を変えることにより、前記導体化回路における抵抗率を、前記抵抗器化
回路における抵抗率より低くするように制御することを特徴とする請求項８に記載の抵抗
器化回路付きプリント配線板の作製方法。
【請求項１０】
前記作製装置は、前記レーザ光の移動を制御する可動ステージ装置及び前記レーザ光の焦
点を制御する可動ミラー装置を有することを特徴とする請求項８又は９に記載の抵抗器化
回路付きプリント配線板の作製方法。
【請求項１１】
前記作製装置は、前記レーザ光の移動を制御する可動ステージ装置又は前記レーザ光の焦
点を制御する可動ミラー装置を有することを特徴とする請求項８又は９に記載の抵抗器化
回路付きプリント配線板の作製方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、金属元素微粒子を含んだ導電性ペーストにレーザ光を照射し、導電性ペースト
に抵抗器を実装したのと同一の機能を有する抵抗器化回路付きプリント配線板、該配線板
の作製装置及び該配線板の作製方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、電子機器の高機能化に伴い、プリント配線板の配線パターンの増加及びプリント回
路板に実装するＩＣ、抵抗器、コンデンサ等の部品数が増えている。しかし、電子機器の
小型化に伴い、プリント回路板も小型化が望まれている。また、その製造コスト削減も望
まれている。
【０００３】
従来、プリント回路板は、まず、プリント配線板（ベアボード）を作成し、
プリント配線板に抵抗器、コンデンサ、ＩＣ等の電子部品をハンダ付等により実装し、作
成する。
このプリント配線板は、銅箔が貼られた基板から、必要とする配線パターン以外の銅箔を
薬品によるエッチングにより取り除き、必要とする配線パターンを形成し、作成する。
【０００４】
　しかしながら、従来の方法は、プリント配線板を作成するために、エッチングレジスト
塗布、パターン焼き付け、エッチング等の多くの工程が必要で、手間、コストがかかると
いう問題があった。また、エッチングには薬品を用いるため、環境負荷が大きいという問
題もある。
【０００５】
そこで、近年、プリント配線板の作成コスト削減に関して、特開２００１－
２４３８３６号公報（特許文献１）に開示されているように、金属（例えば金、銀、銅等
）の微粒子に分散剤を混合した導電性ペーストにより、配線パターンを形成する研究が行
なわれている。
【０００６】
これは、分散剤を混合した高抵抗率なペースト状の導電性ペーストで配線パ
ターンを印刷後、熱処理により分散剤の排除及び金属微粒子を焼結し導体化して、配線パ
ターンを実現する。この熱処理には、ヒーター、ランプ、レーザによる加熱が用いられる
。
【０００７】
　また一方、プリント基板の小型化に関しては、特開２００６－２５３７１０
号公報（特許文献２）に開示されているように、配線パターンの増加に対しては、プリン
ト配線板の多層化により対応しているが、部品はプリント回路板の外層にしか実装できな
いため、プリント回路板の小型化への弊害となっている。
【０００８】
これらの改善を行うため、素子をプリント基板の内層へ実装する研究がおこなわれている
。特に抵抗器に関しては、内層へ実装するために、印刷抵抗器等の研究が進められている
。
【０００９】
しかし、これはシート状の抵抗器を用いるために、コスト削減につながらず、また、実装
のために手間を要する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００１－２４３８３６号公報
【特許文献２】特開２００６－２５３７１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１１】
プリント回路板の作成及び抵抗器の実装について、従来技術では、まずプリント配線板の
作成、次にプリント配線板への抵抗器の実装という工程が必要で、手間及びコストがかか
るという課題がある。
また、外装へ実装する場合は、プリント基板の小型化への弊害となる。
特に、プリント配線板への抵抗器の実装は、抵抗器自体に大きさがあることから、必然的
にプリント回路板の厚さが大きくなるため、小型化に限界が生じる。
更に、リード線を配線板にはんだ付け等する工程が必要であることから省力化にも限界が
ある。
【００１２】
本発明は、このような抵抗器がもたらす種々課題の存在に鑑みなされたもので、プリント
配線板に抵抗器を実装したのと同一機能を有する抵抗器化した回路をプリント配線そのも
のに形成させた抵抗器化回路付きプリント配線板、当該配線板の作製装置及び当該配線板
の作製方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
前記の目的を達成するために、請求項１記載の本発明は、抵抗器化回路付きプリント配線
板に係り、基板に導電性ペーストで回路形成したプリント回路に、抵抗器と同一機能を有
する抵抗器化回路を形成することを特徴とする。
【００１４】
　この構成により、実質抵抗器となる抵抗器化した抵抗器化回路をプリント回路内に外方
に突出させることなく直接形成することができる。
【００１５】
　請求項２記載の発明は、前記抵抗器化回路はレーザ光により形成することを特徴とする
。
【００１６】
　この構成により、所望の抵抗値を得るための導電性ペーストの焼結を的確に行うことが
できる。
【００１７】
　請求項３記載の発明は、前記抵抗器化回路を、前記基板の内層又は外層に形成すること
を特徴とする。
【００１８】
この構成により、プリント配線板のコンパクト化、生産性の省力化を実現することができ
る。
【００１９】
請求項４記載の発明は、前記抵抗器化回路付きプリント配線板の作製装置であって、レー
ザを光源とし、基板上に導電性ペーストで形成したプリント回路を走査するレーザ光の処
理条件を可変にして、前記プリント回路に導体化した導体化回路と所望の抵抗値をもって
抵抗器化した抵抗器化回路を形成するレーザ出力制御機構、レーザ走査速度制御機構及び
レーザ照射領域制御機構を備えることを特徴とする。
【００２０】
この構成により、複雑かつ大型の装置を用いることなく実質基板内に抵抗器を実装したの
と同一の機能を有するとともに、プリント配線板小型化や多層化し得る抵抗器化回路付き
プリント配線板の量産作製が可能である。
【００２１】
請求項５記載の発明は、前記導体化回路と前記抵抗器化回路を形成する際、前記レーザ光
の出力、走査速度及び走査領域の処理条件を変えることにより、前記導体化回路における
抵抗率を、前記抵抗器化回路における抵抗率より低くするように制御することを特徴とす
る。
【００２２】
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この構成により、導電性ペーストの焼結過程で、容易に抵抗器化回路を形成することがで
きるから、抵抗器化回路付きプリント配線板の量産作製が可能である。
【００２３】
請求項６記載の発明は、前記作製装置が、前記レーザ光の移動を制御する可動ステージ装
置及び記レーザ光の焦点を制御する可動ミラー装置を有することを特徴とする。
【００２４】
この構成により、より確実に、抵抗器と同一機能を有する抵抗器化回路を基板内に形成す
ることができる。
【００２５】
請求項７記載の発明は、前記作製装置が、前記レーザ光の移動を制御する可動ステージ装
置又は前記レーザ光の焦点を制御する可動ミラー装置を有することを特徴とする。
【００２６】
この構成によっても、確実に抵抗器と同一機能を有する抵抗器化回路を基板内に形成する
ことができる。
【００２７】
請求項８記載の発明は、抵抗器化回路付きプリント配線板の作製方法であって、レーザを
光源とし、基板上に導電性ペーストで形成したプリント回路を走査するレーザ光の処理条
件を可変制御するレーザ出力制御機構、レーザ走査速度制御機構及びレーザ照射領域制御
機構を備える作製装置によって、前記プリント回路に導体化した導体化回路と所望の抵抗
値をもって抵抗器化した抵抗器化回路を形成することを特徴とする。
【００２８】
この構成により、確実に抵抗器化回路付きプリント配線板の作製をすることができる。
【００２９】
請求項９記載の発明は、前記導体化回路と前記抵抗器化回路を形成する際、前記レーザ光
の出力、走査速度及び走査領域の処理条件を変えることにより、前記導体化回路における
抵抗率を、前記抵抗器化回路における抵抗率より低くするように制御することを特徴とす
る。
【００３０】
この構成により、導電性ペーストの焼結過程で、容易に抵抗器化回路を形成することがで
きるから、抵抗器化回路付きプリント配線板の量産作製が可能である。
【００３１】
請求項１０記載の発明は、前記作製装置が、前記レーザ光の移動を制御する可動ステージ
装置及び記レーザ光の焦点を制御する可動ミラー装置を有することを特徴とする。
【００３２】
この構成により、レーザ光の移動等を一層確実にして、抵抗器化回路付きプリント配線板
の作製をすることができる。
【００３３】
請求項１１記載の発明は、前記作製装置が、前記レーザ光の移動を制御する可動ステージ
装置又は前記レーザ光の焦点を制御する可動ミラー装置を有することを特徴とする。
【００３４】
この構成によっても、レーザ光の移動等を確実にして抵抗器化回路付きプリント配線板の
作製をすることができる。
【発明の効果】
【００３５】
本発明によれば、配線パターンの作製処理過程で、配線パターンそのものに抵抗器を作成
できるため、抵抗の部品コスト、実装コストを無くすことができる。
この場合、配線パターンの作製処理過程において、導体化回路と抵抗器化回路は、レーザ
光の出力、走査速度及び走査領域の処理条件を変えるだけで、容易に作製することができ
る。
また、導電性ペーストによって作製される抵抗の厚さは、配線パターンと同程度であるの
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で、多層化したプリント配線板にあっては、内層に抵抗器の作製が可能となり、内層に部
品としての抵抗器を実装したのと同じ効果があるため、多層化したプリント回路板の小型
化や薄型化に寄与する。
また、プリント配線板の外層に作製することもできるから、多層化を必要としないプリン
ト配線板に利用することができる。
さらに、部品としての抵抗器をプリント回路板に実装するためには、抵抗器のリード線や
ピンを回路に、はんだ付け等する必要がある。
しかし、本発明では、プリント回路板上で導体化回路と抵抗器化回路が直接接続している
から、はんだ付け等の煩雑な作業や工程を省略することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】抵抗器化回路付きプリント配線板の作製装置の概略図
【図２】光スポットの照射を示す図
【図３】抵抗器化回路付きプリント配線板の作製状態を示す図
【図４】抵抗器化回路の作製過程のプリント配線板の断面図
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　以下、本発明による抵抗器化回路付きプリント配線板、該配線板の作製装置及び該配線
板の作製方法の一実施形態を、図面を参照して説明する。
【００３８】
本実施形態による抵抗器化回路９、１０、１１の作製対象となる回路は、図３に示す如く
、基板６に導電性ペースト１２を印刷することによってプリント印刷したものである。印
刷は塗装でもよい。
【００３９】
ここで、抵抗器化回路９、１０、１１は、炭素皮膜抵抗器（カーボン抵抗器）やソリッド
抵抗器などの部品としての抵抗器と同一の機能を有し、プリント配線回路上に領域をもっ
て形成された回路である。
また、回路には、プリント回路、規格化や標準化された回路パターンや配線パターンを含
む。
【００４０】
導電性ペースト１２は、平均粒径数十ｎｍの微粒子分散体状金属元素と平均粒径数十ｎｍ
～数μｍの微粒子粉体状金属元素、それに樹脂とからなる混合して液状化したものである
。金属元素としては、抵抗率のきわめて低い金、銀、銅などが用いられる。
金属元素化合物としては、金、銀、銅などの金属酸化物や金属炭化物などが用いられる。
【００４１】
基板６としては、エポキシ樹脂、ケトン樹脂、ポリイミド樹脂、フッ素樹脂、ガラス、シ
リコンが好ましい。
【００４２】
導電性ペースト１２を基板６に印刷するには、プリント印刷が最適ではあるが、これに限
定するものではなく、回路化された導電性ペースト１２が的確に基板６に皮膜状に接着さ
れるようにしたものであれば塗布その他であってもよい。
【００４３】
さて、本実施形態による抵抗器化回路付きプリント配線板の作製装置１は、図１に示すよ
うに、レーザ光を発振するレーザ発振器２、レーザ光を所要の大きさに集光する光学装置
３、レーザ光を基板６の所定位置に照射するためのステージ４、レーザ発振器２及びステ
ージ４を制御するコントローラ５を有し、レーザアニール方式とする。
【００４４】
作製装置１は、基板６の表面の所定位置若しくは全面に塗布又は印刷し、分
散剤を混合した高抵抗率の導電性ペースト１２に向け、レーザ光を照射することにより、
この導電性ペースト１２の分散剤の除去と金属微粒子の焼結を行い、低抵抗率化を行うも
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のである。
　この低抵抗率化は、導体化回路８ａ、８ｂと抵抗器化回路９、１０、１１を形成する際
、レーザ光の出力、走査速度及び走査領域の処理条件を変えることにより、導体化回路８
ａ、８ｂにおける抵抗率を、抵抗器化回路９、１０、１１における抵抗率より低くするよ
う、コントローラ５の制御により達成することができる。
【００４５】
レーザ発振器２は、レーザ光を発振し、所要の波長、出力が得られるもので
あれば、個体、気体、液体、半導体レーザなどを用いる。また、１つのレーザ発振器で所
要の出力が得られなければ、複数のレーザ発振器２を用いて、光学装置３でレーザ光の合
成を行っても良い。
【００４６】
　ステージ４は、レーザ光を導電性ペースト１２の任意の箇所に照射して走査
するために用いるもので、図１では、基板６を動かす構成としているが、レー
ザ発振器２側にステージ４をつけて、レーザ発振器２を動かしてもよい。
また、レーザ光を任意の箇所に照射して走査するために、ガルバノミラー等
を用いても良い。
【００４７】
コントローラ５は、レーザ光を制御するためのレーザ出力制御機構、レーザ走査速度制御
機構及びレーザ照射領域制御機構を備え、オプションとして、可動ステージ装置や可動ミ
ラー装置の制御機構を有する。
【００４８】
次に、導電性ペースト１２が印刷された基板６へのプリント印刷について、概要を説明す
る。
【００４９】
まず、金属元素微粒子分散体、金属元素粉体に樹脂を混合させて液状化した導電性ペース
ト１２を作り、所定の回路化を行って、基板６にプリント印刷することにより、プリント
印刷基板が出来上がる。プリント印刷された導電性ペースト１２で形成した回路の焼結前
の平均皮膜厚は数μｍである。
【００５０】
ここで、金属元素微粒子分散体、金属元素粉体及び樹脂の混合方法、基板６へのプリント
印刷方法については種々の方法がある。しかし、本発明では、固有の導電性ペースト１２
を必要としない。
【００５１】
　次に、本発明である抵抗器化回路付きプリント配線板の作製工程を説明する。
【００５２】
　導電性ペースト１２を塗布又は印刷し、所定の回路がプリントされた基板６は、ステー
ジ４に載置される。
【００５３】
　次に、レーザ発振器２から発振されたレーザ光を、光学装置３で集光して任
意のサイズのレーザ光スポット７を形成し、ステージ４を動作させてプリント回路８の任
意の位置を起点として照射して走査する。このとき、コントローラ
　５により、レーザ出力、走査速度及び走査領域を制御する。
【００５４】
　例えば、レーザの出力をＰ[Ｗ]として、図２に示すように、レーザ光を、集光したレー
ザ光スポット７のサイズがＤＬ[ｕｍ]×ＤＳ[ｕｍ]として、レーザ光スポット７をＤＳの
方向にＶ[ｍ／ｓ]で走査させると、投入エネルギー密度Ｊ[Ｊ／ｕｍ２]は、次式となる。
【００５５】
（数１）
Ｊ＝｛Ｐ／（ＤＬ×ＤＳ）｝×｛（ＤＳ×１０－６）／Ｖ｝・・・（１）
【００５６】
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式（１）において、レーザ出力Ｐと走査速度Ｖを変化させると、投入エネルギー密度Ｊが
変化する。
【００５７】
　前記のレーザ出力Ｐと走査速度Ｖを調整して、導電性ペースト１２を焼結させ、導電性
ペースト１２がプリント回路８として許要される抵抗率となるようなエネルギー密度Ｊ１

で加工して、配線パターンを作製する。
【００５８】
ここで、前提となる抵抗率について略述する。電流の流れ易さを定義する前記抵抗率は、
次式で定義される（例えば、玉井輝雄著　「図解による半導体デバイスの基礎」　コロナ
社出版、２００３年３月発行、Ｐ．１８～１９）。
【００５９】
（数２）
Ｒ＝ρ（Ｌ/Ｓ）・・・・・（２）
【００６０】
式（２）において、Ｒは試料の抵抗、Ｌは試料の長さ、Ｓは試料の断面積で
あってρは式（２）を取り持つ定数で抵抗率として定義される。抵抗率ρが高いほど電気
は通りにくい。
【００６１】
本発明では、導電性ペースト１２が式（２）における試料に該当する。したがって、導電
性ペースト１２として使用する素材の種別（抵抗率ρの変動に影響）、その素材を混合等
してペースト状にして基板６にプリント印刷して基板
６上に薄膜形成したときの膜厚、この膜厚で形成される回路における回路幅（膜厚と幅と
からなる面積は試料の断面積Ｓに該当）、抵抗器化回路の領域と
しての始点停止点間の長さ（試料の長さＬに該当）、さらにこれらとともにレーザの走査
速度や照射条件が、抵抗器化回路における抵抗値の決定要因となる。
【００６２】
　つまり抵抗率ρは、導電性ペースト１２の焼結条件によって大きな影響を受
ける。
【００６３】
そこで、本発明において、レーザ出力Ｐと走査速度Ｖを調整して、導電性ペ
―ストを焼結させ、導電性ペーストの抵抗率がρＡ[Ω・ｍ]となったし、その時の投入エ
ネルギー密度をＪ２とする。導電性ペーストの塗布厚をｄ[m]として、幅ｗＡ[m]、長さＬ

Ａ[m]に対して行うと、次式を得る。
【００６４】
（数３）
ＲＡ＝ρＡ・ＬＡ／（ｄ・ｗＡ）・・・・・（３）
【００６５】
式（３）において、ＲＡは抵抗であって、このような抵抗を有する抵抗器化回路を形成す
ることができる。このようにして、回路に実質抵抗器となる抵抗器化回路ＲＡ９を作製す
る。
【００６６】
また、投入エネルギー密度はＪ２として、導電性ペーストの塗布厚をｄ[m]と
して、幅ｗＢ[m]、長さＬＢ[m]とすれば、次式を得る。
【００６７】
（数４）
ＲＢ＝ρＡ・ＬＢ／（ｄ・ｗＢ）・・・・・（４）
【００６８】
式（４）において、ＲＢは抵抗であって、このような抵抗を有する抵抗器化回路を形成す
ることができる。このようにして、回路に実質抵抗器となる抵抗器化回路ＲＢ１０を作製
する。
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【００６９】
さらに、レーザ出力Ｐと走査速度Ｖを調整して、導電性ペーストを焼結させ、
導電性ペーストの抵抗率がρＢ[Ω・ｍ]となったし、その時の投入エネルギー密度をＪ３

とする。導電性ペーストの塗布厚をｄ[m]として、幅ｗＡ[m]、長さＬＡ[m]に対して行う
と、次式を得る。
【００７０】
（数５）
ＲＣ＝ρＢ・ＬＡ／（ｄ・ｗＡ）・・・・・（５）
【００７１】
式（５）において、ＲＣは抵抗であって、このような抵抗を有する抵抗器化回路を形成す
ることができる。このようにして、回路に実質抵抗器となる抵抗器
化回路ＲＣ１１を作製する。
【００７２】
以上の実質抵抗器となる抵抗器化回路９の作製過程を、図４を参照して、経時的に説明す
る。
【００７３】
図４は、抵抗器化回路の作製過程のプリント配線板の断面図である。
【００７４】
基板６上に皮膜形成されたプリント回路８に対し、レーザ光スポット７がＸ１を起点とし
て当該プリント回路８をトレースするように照射し始める。
【００７５】
レーザ光スポット７は、プリント回路８のＸ２まで走査する。その間のレーザ光スポット
７の照射条件等は、コントローラ５から制御指令に従う。この制御指令は、導体化回路８
ａの抵抗率を抵抗器化回路９の抵抗率より低い抵抗率になるよう制御する。つまり、導電
性ペースト１２が完全に導体化する条件で熱処理を行なえば、導体化回路８ａを形成する
ことができる。
Ｘ１からＸ２までの回路の領域は、導体化した回路である導体化回路８ａを形成する。
【００７６】
レーザ光スポット７は、プリント回路８上を走査し続ける。そして、Ｘ３に至ったときの
Ｘ２からＸ３までの回路の領域は、抵抗器化した回路である抵抗器化回路９を形成する。
当然Ｘ２～Ｘ３間のレーザ光スポット７の投入エネルギー密度Ｊは、　Ｘ１～Ｘ２間のレ
ーザ光スポット７の投入エネルギー密度Ｊとは異なる。
つまり、導電性ペースト１２を、所望の抵抗率を示す条件で熱処理を行なえば、抵抗器化
回路９を形成することができる。
【００７７】
同様に、レーザ光スポット７は、プリント回路８上を走査し続ける。そして、Ｘ4に至っ
たときのＸ3からＸ4までの回路の領域は、導体化回路８bを形成する。
【００７８】
本発明による導体化回路８ａ、８ｂ及び抵抗器化回路９、１０、１１は、基板３に比較し
、極めて薄い厚さの導電性ペースト１２の焼結皮膜であるから、実質的に基板６そのもの
に、導体化回路８ａ、８ｂ及び抵抗器化回路９、１０、１１を形成したのと同視しうる。
【００７９】
本発明の抵抗器化回路９、１０、１１は、最もよく使われる炭素皮膜抵抗器のみならず、
ソリッド抵抗器、巻線抵抗器、合成皮膜抵抗器、集積抵抗器など各種抵抗器の抵抗器化を
プリント回路８に作製することができる。
【符号の説明】
【００８０】
１　作製装置、２　レーザ発振器、３　光学装置、４　ステージ、
５　コントローラ、６　基板、７　レーザ光スポット、８　プリント回路、
９　抵抗器化回路ＲＡ、１０　抵抗器化回路ＲＢ、１１　抵抗器化回路ＲＣ　
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１２：導電性ペースト　
１００：抵抗器化回路付きプリント配線板
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【補正方法】変更
【補正の内容】
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